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 （注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

        ２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第96期

第１四半期 
累計（会計）期間 

第97期
第１四半期 

累計（会計）期間 

第96期
事業年度  

会計期間 
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日 

自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日

営業収益 (百万円)  1,403  840  5,127

経常利益又は経常損失（△） (百万円)  149  △46  606

四半期(当期)純利益 (百万円)  124  27  564

持分法を適用した場合の投資利益

又は投資損失（△） 
(百万円)  9  △23  112

資本金 (百万円)  5,000  5,000  5,000

発行済株式総数 (千株) 

普通株式

 37,000

普通株式 

 37,000

普通株式

第一種優先株式

37,000

15,000

第一種優先株式

 15,000

第一種優先株式 

 15,000

純資産額 (百万円)  15,703  14,701  15,382

総資産額 (百万円)  237,764  224,296  293,666

１株当たり純資産額 (円)  347.48  320.07  332.94

１株当たり四半期(当期)純利益  (円)  3.41  0.75  9.71

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
(円)     ― ― ― 

１株当たり配当額 (円) 

普通株式

― 

普通株式 

― 

普通株式

第一種優先株式

3.00

14.00

第一種優先株式

    ― 

第一種優先株式 

― 

自己資本比率 (％)  6.6  6.6  5.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △120,702  1,084  △120,746

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △77  △60  △293

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △102  △313  △143

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
(百万円)  411  820  109

従業員数 (名)  69  65  64
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 当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

 当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

提出会社の状況 

（注） 人材会社からの派遣社員は（ ）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年６月30日現在

従業員数（名） 
 

    ( ) 

65

12
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  「生産、受注及び販売の状況」は、証券金融業の業務の特殊性のため、該当する情報がありませんので記載してお

りません。   

  

 当第１四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

   

(1）経営成績の分析 

 当第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）のわが国経済につきましては、輸出の増

加や生産の持ち直しによる企業収益の改善などを背景に、緩やかながらも自律的回復に向けた動きが窺われまし

た。しかしながら、先行きについては、依然として雇用情勢に厳しさが残るほか、世界経済の下振れ懸念があるな

ど、不透明感が払拭できない状況にあります。 

 株式市況についてみますと、期初１万１千円台でスタートした日経平均株価は、欧州での財政・金融不安の高ま

りに伴うNYダウの下落などから下落商状を辿り、５月下旬には３ヵ月半ぶりに１万円台を割り込み、その後も世界

経済に対する先行き不安や円高の進行などから概ね軟調に推移、６月末には年初来安値を更新する展開となりまし

た。 

 この間、大阪市場における信用取引買残高は増加傾向を辿り、５月中旬には７ヶ月ぶりに1,000億円台を回復す

るなど堅調に推移しました。 

 こうした中で、当社ではリスク管理等の観点から運用資産内容の見直しのさらなる徹底に取り組んでまいりまし

た。  

 この結果、当第１四半期会計期間の営業収益は840百万円(前年同期比40.1％減)となりました。営業収益の減収

が営業費用の減少及び一般管理費の削減効果を上回ったため、営業損益は141百万円の損失(前年同期は営業利益33

百万円)、経常損益は46百万円の損失(前年同期は経常利益149百万円)となりました。四半期純損益は、特別利益と

して償却債権取立益を計上したことなどにより、27百万円の黒字(前年同期比78.2％減)を確保しております。 

  

(2）財政状態の分析 

  当第１四半期会計期間末の総資産額は224,296百万円と前事業年度末に比べて69,369百万円減少しました。これ

は、借入有価証券代り金の減少が主因です。 

  一方、負債総額は209,595百万円と前事業年度末に比べて68,688百万円減少しました。これは、短期借入金が大

幅に減少したことによるものです。 

  この間、純資産額は14,701百万円と前事業年度末に比べて680百万円減少しました。これは、その他有価証券評

価差額金が減少したことなどによるものです。 

   

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(3）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて710

百万円増加し、820百万円となりました。  

  当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   営業活動による資金は、1,084百万円の収入超(前年同期120,702百万円の支出超)となりました。収入の主な内

訳は借入有価証券代り金の減少額62,961百万円、コールマネー等の純増加額57,300百万円、税引前四半期純利益

21百万円であり、支出の主な内訳は短期借入金の純減少額120,900百万円や利息の支払額154百万円であります。 

  

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

   投資活動による資金は、60百万円の支出超(前年同期77百万円の支出超)となりました。これは、主に無形固定

資産の取得による支出57百万円によるものであります。 

  

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   財務活動による資金は、313百万円の支出超(前年同期102百万円の支出超)となりました。これは、主に配当金

の支払額305百万円によるものであります。  

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。 

  

(5）研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 前事業年度末において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。また、当第１四半期会計期間におい

て、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

   

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）第一種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、第一種優先株式の発行は安定した事業運営のため自己資本

   の充実を図ったものであります。また、本優先株式は「社債型」優先株式であり普通株式の希薄化が生じないこと

   を重視したものであります。 

  1 優先配当金 

     ① 毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。)又は

    優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主（以下「普 

       通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、優先 

       株式１株につき年14円の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」とい 

    う。）を行う。ただし、当該事業年度において下記「２ 優先中間配当金」に定める優先中間配当金を支払った 

    ときは、その額を控除した額とする。 

     ② 非累積条項 

      ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先 

     配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

   ③ 非参加条項 

      優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が 

       行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配 

    当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定 

    される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

  2 優先中間配当金 

      当社定款第41条に定める中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登 

   録株式質権者に先立ち、優先株式１株につき７円の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を 

    「優先中間配当金」という。）を行う。 

  3 残余財産の分配 

     ① 残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先  

       立ち、優先株式１株につき200円を支払う。 

     ② 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。 

 4 議決権 

   優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優 

   先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否 

   決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  94,500,000

優先株式  15,000,000

計  109,500,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成22年６月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成22年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  37,000,000  37,000,000

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数100株 

第一種優先株式  15,000,000  15,000,000 非上場 
単元株式数100株 

（注）  

計  52,000,000  52,000,000 ― ― 
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  5 優先株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

     ① 法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わない。 

     ② 優先株式には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。 

     ③ 優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。 

 6 取得条項 

     ① 当社は、平成26年４月１日以降の日で、優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日（以 

    下「取得日」という。）に、優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社はこれと引換え 

       に、優先株式１株につき、200円に経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得

       日の前日までの日数（初日及び取得日の前日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、そ 

       の小数第３位を四捨五入する。）をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配 

       当金の額を控除した額とする。）を加算した額を金銭にて支払う。 

     ② 一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。 

 7 種類株主総会の決議 

    定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日  
 ―  52,000  ―  5,000  ―  3,229
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 当第１四半期会計期間において、次の２社及びその共同保有者から近畿財務局長及び関東財務局長に提出さ

れた大量保有報告書により、以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第１四半

期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

   

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 関東財務局長提出日平成22年５月17日 平成22年５月10日現在

保有株数  

  

住友信託銀行株式会社 近畿財務局長提出日平成22年５月21日 平成22年５月14日現在保有株数  

  

（６）【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株）  

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社三菱東京UFJ

銀行  
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号  1,666,332  3.20

三菱UFJ信託銀行株式

会社 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  766,700  1.47

三菱UFJモルガン・ス

タンレー証券株式会

社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号  651,566  1.25

三菱UFJ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  56,100  0.11

 合計  ―  3,140,698  6.04

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株）  

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

住友信託銀行株式会

社 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号  2,750,000  5.29

 合計  ―  2,750,000  5.29
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

  

①【発行済株式】 

（注）１ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式75株が含まれております。 

２ 第一種優先株式の内容については「第４提出会社の状況 １株式等の状況（１)株式の総数等②発行済株

式」の(注)に記載しております。 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

普通株式  

 （注） 株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。 

第一種優先株式  

 当社第一種優先株式は、非上場であるため、該当事項はありません。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 
第一種優先株式 

15,000,000
― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  440,300
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式36,536,900  365,369 ― 

単元未満株式 普通株式  22,800 ― １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  52,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ―  365,369 ― 

  平成22年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

大阪証券金融㈱ 

大阪市中央区北浜二丁目

４番６号 
 440,300  －  440,300  0.84

計 ―  440,300  ―  440,300  0.84

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 

最高（円）  215  201  190

最低（円）  192  178  172

３【役員の状況】

-10-



１ 四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビ

ューを受けております。 

  

３ 四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,820 3,109

有価証券 ※2  4,998 ※2  28,495

営業貸付金 ※3  84,686 ※3  77,472

借入有価証券代り金 75,485 138,447

その他 6,846 6,321

貸倒引当金 △2,409 △2,348

流動資産合計 173,428 251,499

固定資産   

有形固定資産 ※1  447 ※1  468

無形固定資産 909 945

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  49,162 ※2  40,435

その他 534 503

貸倒引当金 △186 △186

投資その他の資産合計 49,510 40,752

固定資産合計 50,867 42,167

資産合計 224,296 293,666

負債の部   

流動負債   

コールマネー 69,500 12,200

短期借入金 92,900 213,800

コマーシャル・ペーパー 16,000 1,000

貸付有価証券代り金 13,564 27,360

未払法人税等 14 30

賞与引当金 101 67

その他 4,680 10,690

流動負債合計 196,760 265,148

固定負債   

長期借入金 12,100 12,100

退職給付引当金 344 308

役員退職慰労引当金 119 210

その他 271 517

固定負債合計 12,835 13,135

負債合計 209,595 278,284
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 3,229 3,229

利益剰余金 6,165 6,458

自己株式 △131 △131

株主資本合計 14,263 14,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 437 825

評価・換算差額等合計 437 825

純資産合計 14,701 15,382

負債純資産合計 224,296 293,666
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 1,403 840

営業費用 707 341

営業総利益 696 499

一般管理費 ※1  663 ※1  641

営業利益又は営業損失（△） 33 △141

営業外収益   

受取利息 5 0

受取配当金 92 80

その他 22 18

営業外収益合計 120 98

営業外費用   

支払利息 4 3

その他 0 0

営業外費用合計 4 3

経常利益又は経常損失（△） 149 △46

特別利益   

償却債権取立益 － 74

特別利益合計 － 74

特別損失   

有形固定資産除却損 － 0

環境対策費 － 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1

特別損失合計 － 6

税引前四半期純利益 149 21

法人税、住民税及び事業税 2 1

法人税等調整額 22 △7

法人税等合計 24 △5

四半期純利益 124 27
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 149 21

減価償却費 133 115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △890 61

賞与引当金の増減額（△は減少） △43 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57 △91

受取利息及び受取配当金 △1,124 △806

支払利息 224 153

有形固定資産除却損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1

有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) 7,232 9,705

営業貸付金の増減額（△は増加） △22,160 △7,247

借入有価証券代り金の増減額（△は増加） 31,752 62,961

コールマネー等の純増減（△） 54,800 57,300

短期借入金の純増減額（△は減少） △235,000 △120,900

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 35,000 15,000

貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） △568 △13,796

貸借取引担保金の増減額（△は減少） △1,620 268

信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) 300 △2,600

長期借入金の増減額(△は減少) 9,300 －

役員賞与の支払額 － △22

その他 1,134 280

小計 △121,490 477

利息及び配当金の受取額 1,068 767

利息の支払額 △268 △154

法人税等の支払額 △12 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △120,702 1,084

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1 △3

無形固定資産の取得による支出 △78 △57

その他 3 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △77 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △7 △8

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △94 △305

財務活動によるキャッシュ・フロー △102 △313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,882 710

現金及び現金同等物の期首残高 121,293 109

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  411 ※1  820
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当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

【継続企業の前提に関する事項】

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
  
  

当第１四半期会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 会計処理基準に関する 

事項の変更  

  

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

【簡便な会計処理】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】

当第１四半期会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

リーマン・ブラザーズ証券株式会社との取引清算状況 

  当社は、リーマン・ブラザーズ証券株式会社（以下「ＬＢ証券」といいます。）との間で締結した平成21年２月10

日付け基本合意書を踏まえ、当社とＬＢ証券の間の債権債務について、平成22年６月23日付けで最終合意書を締結し

ました。 

  主な合意内容は次のとおりです。 

  （1）ＬＢ証券は、当社が再生債権届出書において現金担保付株券貸借取引に基づく損害賠償請求権として記載し 

   た届出債権のうち、13,271百万円を再生債権として認める。 

   （2）当社とＬＢ証券は、最終合意書に定める債権（再生債権として認められる全ての債権を含む。）以外に、当 

   社とＬＢ証券の間に一切の債権債務がないことを相互に確認する。 

 当社は、これまでＬＢ証券との一般貸株取引及び品貸取引の清算に伴うＬＢ証券に対する差額金返還債務等74百万 

円を預り金として処理してまいりましたが、上記最終合意書の締結により、同預り金をＬＢ証券に返還する必要がな 

いことが確定したため、当第１四半期累計期間の損益計算書において当該金額を特別利益（償却債権取立益）として 

計上しております。 

  なお、上記最終合意書にしたがって再生債権として認められた債権（上記(1)の債権を含みます。）は、当社に対す

 る弁済額等が確定していないため、貸借対照表に計上しておりません。 
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

百万円 763

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

百万円 745

※２ 担保資産 

 担保に供されている資産について、事業の運営にお

いて重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比

べて著しい変動が認められるもの 

※２ 担保資産 

有価証券 百万円4,998

投資有価証券 百万円43,828

有価証券 百万円28,495

投資有価証券 百万円30,727

※３ 顧客向け極度貸付について極度額を定めておりま

す。 

 極度額総額及び貸付未実行残高は次のとおりであり

ます。 

※３ 顧客向け極度貸付について極度額を定めておりま

す。 

 極度額総額及び貸付未実行残高は次のとおりであり

ます。 

極度額総額 百万円2,460

貸付実行額 百万円1,405

貸付未実行残高 百万円1,054

極度額総額 百万円2,594

貸付実行額 百万円1,577

貸付未実行残高 百万円1,016

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであり

ます。 

※１ 一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであり

ます。 

減価償却費 百万円133

報酬及び給与手当 百万円121

貸倒引当金繰入額 百万円86

賞与引当金繰入額 百万円34

役員退職慰労引当金繰入額 百万円9

退職給付費用 百万円△51

減価償却費 百万円115

報酬及び給与手当 百万円134

貸倒引当金繰入額 百万円62

賞与引当金繰入額 百万円34

役員退職慰労引当金繰入額 百万円10

退職給付費用 百万円37

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 百万円2,411

有価証券 百万円22,088

計 百万円24,500

預入期間が３か月超の定期預金 百万円△2,000

預入期間が３か月超の有価証券 百万円△22,088

現金及び現金同等物 百万円411

現金及び預金 百万円3,820

有価証券 百万円4,998

計 百万円8,818

預入期間が３か月超の定期預金 百万円△3,000

預入期間が３か月超の有価証券 百万円△4,998

現金及び現金同等物 百万円820
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当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22

年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四

半期会計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものについて

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期会計期間末におけるリース取引残

高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。  

（株主資本等関係）

株式の種類 
当第１四半期
会計期間末 

普通株式（株）  37,000,000

第一種優先株式（株）   15,000,000

株式の種類 
当第１四半期
会計期間末 

普通株式（株）  440,521

第一種優先株式（株）     ― 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 

普通株式 利益剰余金  109  3 平成22年３月31日 平成22年６月28日

第一種 

優先株式 
利益剰余金  210  14 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（リース取引関係）
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    当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

    有価証券及び投資有価証券、借入有価証券代り金、コールマネー並びに短期借入金が、会社の事業の運営におい

   て重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、時価を把握する

   ことが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照）。 

   

  
（注１） 金融商品の時価の算定方法 

  （1）有価証券及び投資有価証券 

     株式の時価は取引所の価格によっており、債券の時価は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に 

       よっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照 

    ください。  

  （2）借入有価証券代り金、（3）コールマネー及び（4）短期借入金 

     借入有価証券代り金、コールマネー及び短期借入金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価格に近似して 

    いることから、当該帳簿価格によっております。 

（注２） 非上場株式（四半期貸借対照表計上額 160百万円）及び非上場優先出資証券（四半期貸借対照表計上額 200

    百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが

    極めて困難と認められるため、「(1）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

  

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

 その他有価証券で時価のあるものが、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度

の末日に比べて著しい変動が認められます。 

  

その他有価証券で時価のあるもの 

  

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

 当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

（金融商品関係）

科目  
四半期貸借対照表計上額 

（百万円）  

時価 

（百万円）  

差額 

（百万円）  

（1）有価証券及び投資有価証券       

    その他有価証券                    53,788                    53,788 ―  

（2）借入有価証券代り金            75,485           75,485          ― 

（3）コールマネー            69,500           69,500          ― 

（4）短期借入金            92,900           92,900          ― 

（有価証券関係）

区分 取得原価（百万円）
四半期貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円）

① 株式  2,445  3,146  701

② 債券  50,605  50,641  35

③ その他 ― ― ― 

合計  53,051  53,788  736

（デリバティブ取引関係）
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１ 関連会社に対する投資に関する事項 

  

２ 開示対象特別目的会社に関する事項 

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

 当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。 

   

   当社は、証券金融業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 （追加情報） 

   当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。  

  

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（持分法損益等）

  
前第１四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

関連会社に対する投資の金額（百万円）  12  12

持分法を適用した場合の投資の金額（百万円）  846  899

持分法を適用した場合の投資利益又は 

投資損失（△）の金額（百万円） 
 9  △23

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

円 320.07 円 332.94

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益 円3.41

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 

１株当たり四半期純利益 円0.75

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 

 
前第１四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

四半期純利益（百万円）  124  27

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ―  ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  124  27

普通株式の期中平均株式数（千株）  36,559  36,559

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成21年８月10日

大阪証券金融株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 山田 晃   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 岡本 髙郎  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大阪証券金融株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第96期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、大阪証券金融株式会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年８月10日

大阪証券金融株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 山田 晃   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 岡本 髙郎  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大阪証券金融株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第97期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、大阪証券金融株式会社の平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年８月10日 

【会社名】 大阪証券金融株式会社 

【英訳名】 Osaka Securities Finance Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  堀田 隆夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 

【縦覧に供する場所】 大阪証券金融株式会社 東京支社 

（東京都中央区日本橋二丁目15番３号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



 当社取締役社長堀田隆夫は、当社の第97期第１四半期（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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